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証券コード　2136

平成29年６月13日

株 主 各 位
神奈川県横浜市西区楠町８番地８

株 式 会 社 ヒ ッ プ
代表取締役社長 田 中 吉 武

第22期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第22期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年６月28日（水曜日）

午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年６月29日（木曜日）午前10時

２．場 所 神奈川県横浜市西区楠町８番地８

当社本店会議室

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第22期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第22期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）

計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 補欠監査役１名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が
生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (アドレス　
http://www.hip-pro.co.jp/)に掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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（提供書面）

事　業　報　告

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国経済の減速や米国の新政権

への移行など、海外経済の先行きに懸念があるものの、政府の各種政策の効

果により雇用情勢や所得環境の改善がみられ、緩やかな回復基調で推移しま

した。

このような状況の下、当社グループの中核事業であるアウトソーシング事

業では、営業体制及び採用体制の強化へ向けた組織変更を実施するなど、積

極的な技術者採用と稼働の促進に努めた結果、稼働人員が前年を上回りまし

た。

また、ＳＭＯ事業においては、事業拡大のための新卒採用を再開し、案件

獲得も進んでいるものの、主力の皮膚科領域案件の試験開始時期の遅れや計

画自体の見直しなどで、フル稼働していた前年に比べ人員稼働率が低下した

影響などもあり、業績が低下しました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は５０億６千万円と前連結会計年

度比０．３％の減収、営業利益は３億２千３百万円と前連結会計年度比２０．

１％の減益、経常利益は３億２千１百万円と前連結会計年度比２０．３％の

減益、親会社株主に帰属する当期純利益は２億２千万円と前連結会計年度比

１２．３％の減益となりました。

事業別の業績は、次のとおりであります。

当社の中核事業であるアウトソーシング事業では、採用強化による優秀な

技術者の確保、営業強化による受注量の拡大と早期稼働に努めた結果、稼働

人員は前年を上回り、稼働率についても９４.３％（稼働率(％)＝稼働技術者

数／技術社員総数×100であり、期間の月末人数を累計した数値により算出し

ております。）と、前年並みの高い水準を維持しました。その結果、アウト

ソーシング事業の売上高は４８億８千７百万円と前連結会計年度比３．５％

の増収、営業利益は３億４千５百万円と前連結会計年度比８.６％の増益とな

りました。

－ 2 －

当事業年度の事業の状況
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ＳＭＯ事業では、皮膚科・精神科、糖尿病関連領域を中心に案件獲得数は

拡大するとともに、ＳＭＯ周辺業務も受注が拡大しましたが、グローバル試

験の増加に伴い製薬会社側での試験準備等に時間がかかるようになるととも

に、計画自体の見直し等も頻発しました。その結果、ＳＭＯ事業の売上高は

１億７千３百万円と前連結会計年度比５０．９％の減収、営業損失は８百万

円と前連結会計年度差１億８百万円の減益となりました。

　事業区分別の売上実績は、次のとおりであります。

（単位：千円）

事　業　区　分

第21期
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

第22期
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比

アウトソーシング事業 4,720,872 93.0％ 4,887,478 96.6％

ＳＭＯ事業 353,395 7.0％ 173,485 3.4％

合　　　　　計 5,074,268 100.0％ 5,060,963 100.0％

（注）売上高には消費税等は含まれておりません。

②　設備投資の状況

当連結会計年度は、重要な設備投資はありませんでした。

③　資金調達の状況

当連結会計年度は、増資、社債発行による資金調達はありませんでした。

なお、運転資金等は自己資金及び金融機関からの借入金により賄いました。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

－ 3 －

当事業年度の事業の状況
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⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(2) 財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 19 期

(平成26年３月期)
第 20 期

(平成27年３月期)
第 21 期

(平成28年３月期)

第 22 期
(当連結会計年度)
(平成29年３月期)

売 上 高 (千円) 4,435,600 4,716,407 5,074,268 5,060,963

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) 88,892 164,507 251,239 220,413

１株当たり当期純利益 (円) 22.36 41.38 63.20 55.45

総 資 産 (千円) 3,069,897 3,479,426 3,651,332 3,845,537

純 資 産 (千円) 1,411,847 1,534,119 1,714,066 1,889,115

１株当たり純資産額 (円) 355.16 385.92 431.19 475.22

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数に基づき算出し

ております。

２．１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式数に基づき算出しており

ます。

－ 4 －

当事業年度の事業の状況、財産及び損益の状況
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②　当社の財産及び損益の状況

区 分
第 19 期

(平成26年３月期)
第 20 期

(平成27年３月期)
第 21 期

(平成28年３月期)

第 22 期
(当事業年度)
(平成29年３月期)

売 上 高 (千円) 4,215,266 4,482,124 4,720,872 4,887,478

当 期 純 利 益 (千円) 97,398 165,569 198,784 239,494

１株当たり当期純利益 (円) 24.50 41.65 50.01 60.25

総 資 産 (千円) 3,010,319 3,418,630 3,507,457 3,778,895

純 資 産 (千円) 1,450,060 1,567,926 1,719,008 1,898,874

１株当たり純資産額 (円) 364.77 394.42 432.43 477.68

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数に基づき算出し

ております。

２．１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式数に基づき算出しており

ます。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会　社　名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社コスメックス 23百万円 100％ ＳＭＯ（治験施設支援機関）事業

－ 5 －

財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況
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(4) 対処すべき課題

当社グループの主要事業であるアウトソーシング事業では、技術者派遣を

中心とした技術サービスを提供しております。今後の事業拡大を図る上では、

下記の事項が重要な課題であると考えております。

①採用の強化

採用に特化した組織である人材開発部が中心となり、中途採用及び新卒採

用において、様々な展開を図りながら積極的な採用活動を継続し、優秀な人

材の確保に努めてまいります。

②営業力の強化

顧客への迅速な対応ができる営業体制の強化を推進し、新規顧客開拓の強

化などによる受注量の拡大を図り、顧客満足度の向上に努めてまいります。

③技術者の育成

生涯技術者としての活躍を目指し、時代や技術環境に即した教育体制の強

化を継続していくことで、顧客の信頼に応えるプロの技術者の育成に努めて

まいります。

④サポート体制の充実

当社では設立から現在まで、技術者にとって働きやすい環境の整備を進め

てまいりました。今後も技術者の満足度を高める制度・体制の整備を続け、

社員定着率の更なる向上を図ってまいります。

⑤法改正への対応

派遣業界全体の健全化を目的として、平成27年９月30日に改正労働者派遣

法が施行されました。改正内容は労働者派遣事業の許可制への一本化や期間

制限の見直し等となっております。現在当社は特定労働者派遣の届出により

事業を営んでおり、許可制への移行や一部体制の整備が必要となっておりま

すが、法改正への対応において、３年（平成30年９月29日まで）の経過措置

が取られており、期間内において確実に対応できるよう整備を進めておりま

す。迫る期日にむけて組織体制の強化等、法改正への対応を本格化させ、し

っかりと対応を図るとともに、業績の向上に努めてまいります。

またＳＭＯ事業では、試験受託の安定化や、支援施設の品質保証体制の拡

充、新規事業を推進し、業績拡大に努めてまいります。

以上を取り組んで行くことで、事業の拡大を図り、利益を確保してまいり

ます。

－ 6 －

対処すべき課題
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(5) 主要な事業内容（平成29年３月31日現在）

当社グループの事業は、当社が営むアウトソーシング事業、子会社である

株式会社コスメックスが営むＳＭＯ（治験施設支援機関）事業の２事業であ

ります。各事業の内容は以下のとおりであります。

①アウトソーシング事業

大手メーカーを中心とした各顧客企業に対して、機械、電気・電子、ソフ

トウエア分野において設計・開発などの技術サービスを提供しております。

当社の提供するサービスは、従業員である技術者が担っており、各顧客企業

に技術者を派遣して設計・開発等の業務にあたり、又は顧客から設計・開発

等の業務を請負うことにより提供しております。当社の主要顧客企業を事業

区分別に見ると下表のとおりであります。

顧客企業の事業区分 当 社 の 行 う 設 計 ・ 開 発 の 内 容

輸 送 用 機 器 関 連
自動車(ボディ、シャーシ、トランスミッション、エンジン、各種
内外装品など)、車載用製品(カーエアコン、カーナビゲーション、
エンジン制御装置・各種電子、制御装置など）、航空機など

機 械 関 連 半導体製造装置、サービス用機器、アミューズメント機器など

情報通信・精密機器関連 ＡＶ機器、携帯電話、プリンター、ファクシミリ、医療機器など

電 気 電 子 機 器 ・
半 導 体 回 路 関 連

デジタルカメラ、プロジェクター、民生用機器、ＬＳＩなど

情 報 処 理 ・
ソ フ ト ウ エ ア 関 連

通信システム、医療検査システム、制御システムなど

②ＳＭＯ事業

製薬会社の依頼により臨床試験（治験）を行う医療機関に対して、医学的

判断を伴わない業務や、治験に係わる事務的業務、業務を行うチーム内の調

整等、治験業務全般に関わる支援サービスを提供しております。

－ 7 －

主要な事業内容



2017/05/31 10:07:16 / 16268057_株式会社ヒップ_招集通知

(6) 主要な営業所（平成29年３月31日現在）

①　当社

本 社 神奈川県横浜市西区

営 業 所 仙 台 営 業 所 宮城県仙台市青葉区

宇都宮営業所 栃木県宇都宮市

高 崎 営 業 所 群馬県高崎市

東 京 営 業 所 東京都渋谷区

横 浜 営 業 所 神奈川県横浜市西区

沼 津 営 業 所 静岡県沼津市

浜 松 営 業 所 静岡県浜松市中区

名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市北区

広 島 営 業 所 広島県広島市中区

福 岡 営 業 所 福岡県福岡市博多区

②　子会社

株式会社コスメックス 本 社 東京都中央区

－ 8 －

主要な営業所
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(7) 使用人の状況（平成29年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事　業　区　分 使　用　人　数 前連結会計年度末比増減

ア ウ ト ソ ー シ ン グ 事 業 742名 44名増

Ｓ Ｍ Ｏ 事 業 23名 －

合　　　　　計 765名 44名増

（注）使用人数は就業員数であります。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

742名 44名増 36.3歳 8.1年

（注）使用人数は就業員数であり、出向者1名は含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）

借　入　先 借　入　額

株 式 会 社 横 浜 銀 行 400,000千円

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 200,000

株 式 会 社 神 奈 川 銀 行 50,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 30,000

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 9 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の現況
（1）株式の状況（平成29年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 13,500,000株

② 発行済株式の総数 3,975,300株

③ 株主数 1,268名

④ 大株主（上位10名）

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ベ ス ト プ ラ ン ニ ン グ 1,000,000株 25.15％

田 中 吉 武 646,100 16.25

ヒ ッ プ 従 業 員 持 株 会 398,300 10.01

田 　 中 　 佐 津 枝 91,800 2.30

岩 崎 篤 二 60,000 1.50

野 口 健 一 55,000 1.38

猪 股 和 典 50,500 1.27

株 式 会 社 神 奈 川 銀 行 45,000 1.13

株 式 会 社 横 浜 銀 行 45,000 1.13

東京海上日動火災保険株式会社 45,000 1.13

　(注）持株比率は、自己株式（59株）を控除して計算しております。

（2）新株予約権等の状況

① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況（平成29年３月31日現在）

該当事項はありません。

　② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況

該当事項はありません。

－ 10 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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（3）会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（平成29年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 概 況

代 表 取 締 役 社 長 田 中 吉 武

取 締 役 石 榑 享 司 人事部長兼総務担当

取 締 役 廣 瀬 　 透 企画部　部長

取 締 役 林 　 一 郎 株式会社コスメックス　代表取締役社長

取 締 役 田 中 伸 明 株式会社コスメックス 取締役 事業推進部長

取 締 役 及 川 善 雅 株式会社ブレス　代表取締役

常 勤 監 査 役 米 山 正 雄

監 査 役 佐 　 藤 　 正 八 郎

監 査 役 得 丸 大 輔

（注）１．取締役及川善雅氏は社外取締役であります。

２．監査役佐藤正八郎氏及び得丸大輔氏は社外監査役であります。

３．当社は、東京証券取引所に対して、監査役佐藤正八郎氏を独立役員とする独立役

員届出書を提出しております。

② 責任限定契約の内容の概要

　当社は会社法第427条第１項に基づき、当社定款において会社法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めてお

りますが、現時点においては、取締役（業務執行取締役等であるものを除

く）及び監査役と個別の責任限定契約は締結しておりません。
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③ 取締役及び監査役の報酬等の総額

区　　　分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

5名
(1)

61百万円
(1)

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

3
(2)

9
(3)

合　　　計 8 71

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第11期定時株主総会において年

額150百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいており

ます。

３．監査役の報酬限度額は、平成17年２月８日開催の臨時株主総会において年額12百

万円以内と決議いただいております。

４．上記の報酬等の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額８

百万円（取締役５名に対して８百万円、監査役３名に対して０百万円）が含まれ

ております。

④ 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の

法人等との関係

取締役及川善雅氏は株式会社ブレスの代表取締役であります。当社と兼

職先との間には特別の関係はありません。

ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼任状況及び当社と当該他の法

人等との関係

該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

出席状況及び発言状況

取締役 及 川 善 雅
当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席いたしま
した。企業経営者としての豊富な知識、経験から、適宜発
言を行っております。

監査役 佐　藤　正八郎
当事業年度に開催された取締役会14回及び監査役会７回全
てに出席いたしました。警察官としての経験、見識から、
適宜発言を行っております。

監査役 得 丸 大 輔
当事業年度に開催された取締役会14回及び監査役会７回全
てに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、
適宜発言を行っております。
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（4）会計監査人の状況

① 名称　　　  新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき

金銭その他の財産上の利益の合計額
18百万円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取

引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分で

きませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を

記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見

積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会

計監査人の報酬等の額について同意の判断をしました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される

株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたし

ます。

④ 会計監査人が受けた過去２年間の業務の停止の処分に係る事項

　金融庁が平成27年12月22日付で発表した業務停止処分の概要

イ．処分対象

新日本有限責任監査法人

ロ．処分内容

平成28年１月１日から平成28年３月31日までの３ヶ月間の契約の

新規の締結に関する業務の停止

ハ．処分理由

・社員の過失による虚偽証明

・監査法人の運営が著しく不当
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（5）業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下

のとおりであります。（平成29年３月31日現在）

① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制

イ．取締役会は、法令遵守体制の確保に関連する規程・マニュアル類を整備

し周知徹底するとともに、役社員が高い倫理観を持って職務の執行に当

たるように、内部統制システムを含む制度を整備する。

ロ．監査役会は監査役会規則に基づき独立した立場から取締役の職務執行を

監視し、その適法性を検証しており、法令、定款の違反を予想、発見し

た場合は直ちに監査役会、取締役会に報告し、是正処置をとることとす

る。

ハ．内部監査室が定期的な内部監査を通じ当社の企業活動が法令、定款に基

づき実施されているかを調査し、代表取締役社長に報告しコンプライア

ンス体制の有効性を検証している。

ニ．企業倫理をはじめとする基本方針の決定など、コンプライアンス体制の

基盤整備を行い、全従業員が法令、定款、社内規程及び社会規範を遵守

のうえ社会的責任を果し企業理念を実践するように、定期的な社内教育

を行うなど周知徹底を図ることとする。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．取締役の職務の執行に係る情報・文書（電磁的記録を含む）の取扱いは、

文書管理規程に従い作成のうえ、適切に保存及び管理を行い、取締役及

び監査役が常時これらの文書を閲覧できる状態を維持することとする。

ロ．必要な関係者は、必要に応じてこれらの文書を閲覧できるものとする。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．代表取締役社長の直属部署として内部監査室を設置し、定期的に内部監

査を実施する。

ロ．内部監査室の監査により法令、定款違反、その他損失の危険のある業務

執行が発見された場合には、その内容について、直ちに代表取締役社長

に報告する。また、取締役会、監査役会に報告するものとする。

－ 14 －
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ハ．リスク管理規程に基づき、各部署所管業務に付随するリスク管理は担当

部署が行うとともに、事業推進会議にて全社横断的にリスク管理状況を

監視することとする。不測の事態が発生した場合には、リスク対応委員

会を設置し、適切かつ迅速に対応を行い、損失を最小限に止める。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基

礎として、取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に

開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う体制を確保する。

ロ．取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程

及び稟議規程等の意思決定ルールに基づき個々の取締役の職務権限を明

確化することにより、効率的な達成方法を確保する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　子会社の取締役が当社取締役を兼務し、取締役会において子会社の業

績、財務状況その他の重要な情報について報告している。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスク管理規程に基づき、子会社のリスクは子会社担当取締役が管理

している。子会社担当取締役は子会社のリスクを網羅的・統括的に管理

しており、不測の事態が生じた場合はリスク対策委員会を設置し、企業

価値を保全するための施策を講じ、損失を最小限に止める。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

　子会社の取締役が当社取締役を兼務し、当社及び子会社の取締役会に

出席することで子会社が迅速かつ的確な意思決定を行う体制を確保する。

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制

　当社社員が子会社の取締役を兼務し、子会社の業務が適正に行われる

よう監督している。また、コンプライアンス規程を子会社の役社員に周

知徹底することで、法令、定款、社内規程及び社会規範遵守の意識定着

を図る。
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⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお

ける当該使用人に関する事項

　監査役が必要とする場合は、監査役の職務を補助する使用人を速やかに

配置するものとする。なお、使用人の人選は監査役会の意向を尊重し、協

議の上決定する。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性

の確保に関する事項

　監査役補助人は取締役の指揮命令を受けないものとし、その人事異動、

人事評価、懲戒等の人事に関する事項に関しては、監査役会と協議の上で

決定するものとする。また、監査役の職務を補助すべき使用人は他の職務

を兼務せず、監査役の指揮命令に従うものとする。

⑧ 当社の監査役への報告に関する体制

イ．当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

　取締役及び使用人は、職務執行に関して法令、定款違反行為及びリス

ク顕在化の事実を確認した場合、当社に重大な影響を及ぼす事実を知っ

た場合は、代表取締役社長への報告と同時に、監査役に報告する体制を

構築する。

　監査役は取締役会、及びその他重要な会議に必要に応じて出席し、重

要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握を行う。また、その議事

録の写しは監査役に配布される。

　前項に関らず監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告

を求めることができる。

ロ．子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者

が当社の監査役に報告するための体制

　子会社の役社員が、職務執行に関して法令、定款違反行為及びリスク

顕在化の事実を確認した場合、子会社に重大な影響を及ぼす事実を知っ

た場合は、当社の監査役に報告を行うことができる体制を構築している。

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制

　当社及び子会社の役社員が当社監査役に対して報告を行った場合、当該

報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止することを

コンプライアンス規程に定めている。
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⑩ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その

他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関す

る事項

　監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は支払い等の請

求をした場合には、当社諸規程の定めに基づき速やかに支払い処理を行う。

なお監査役は費用支出に当たっては、その妥当性を十分留意するものとす

る。

⑪ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．役社員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備する

ように努める。

ロ．代表取締役社長は監査役会規則に基づき、監査役と定期的な会合を持ち、

監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を

行うなど、意思疎通を図るものとする。

ハ．内部監査室との連携を持ち情報を共有化し、適切な意思疎通及び効果的

な監査業務の遂行を図る。また、必要に応じて内部監査室に対して調査

を求めることができる。

⑫ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり

ます。

イ．取締役会の主な運用状況

　取締役会は毎月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催され、

重要事項の報告を受け迅速かつ的確な意思決定を行うと共に、取締役の職

務の執行状況を監督しています。

　また、財務に係る内部統制に関しては定例会を毎月開催し、担当取締役

から討議・報告内容が取締役会で報告されております。

　さらに、子会社役員に当社社員を配置し、子会社の業務の法令及び定款

等への適合性を監督しております。子会社担当取締役より子会社の業績、

財務状況その他の重要事項が当社取締役会で報告されており、業務の適正

性は確保されております。
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ロ．監査役会の運用状況

　各監査役は取締役会に出席し、必要に応じて発言、調査を行い取締役の

監視を行っております。各部署へ往査を実施し、法令等の遵守状況、リス

ク管理状況、重要書類等の管理状況を主に監査し、使用人の職務執行状況

の監視を行っております。

　また、会計監査人、内部監査室長とも定期的にコミュニケーションをと

り、情報を共有することで、監査の実効性の確保を図っております。

　以上を実施することで、取締役及び使用人の職務執行の法令及び定款へ

の適合状況を監視、監督しております。

ハ．内部監査の運用状況

　年２回の定期監査を通じ当社の企業活動が法令、定款に基づき実施され

ているか調査しております。

　調査の結果、当事業年度において法令遵守に違反する企業活動は無く、

コンプライアンス体制は有効に機能していると判断しております。
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連結貸借対照表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 2,318,352 流 動 負 債 1,468,290

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

仕 掛 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

建物及び構築物(純額)

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

車両運搬具 (純額 )

工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

工具、器具及び備品(純額)

土 地

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,432,836

718,987

4,825

96,325

65,376

1,527,185

1,286,399

495,792

△181,919

313,873

6,680

△4,120

2,559

37,858

△35,952

1,906

968,059

82,625

79,571

3,053

158,161

7,004

111,985

40,970

△1,800

短 期 借 入 金 680,000

未 払 費 用 340,049

未 払 法 人 税 等 70,211

未 払 消 費 税 等 70,792

賞 与 引 当 金 259,440

そ の 他 47,795

固 定 負 債 488,132

退職給付に係る負債 368,588

役員退職慰労引当金 119,544

負 債 合 計 1,956,422

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,922,679

資 本 金 377,525

資 本 剰 余 金 337,525

利 益 剰 余 金 1,207,652

自 己 株 式 △23

その他の包括利益累計額 △33,564

退職給付に係る調整累計額 △33,564

純 資 産 合 計 1,889,115

資 産 合 計 3,845,537 負 債 純 資 産 合 計 3,845,537

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結損益計算書

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 5,060,963

売 上 原 価 3,997,061

売 上 総 利 益 1,063,901

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 740,139

営 業 利 益 323,762

営 業 外 収 益 2,591

営 業 外 費 用 4,764

経 常 利 益 321,589

特 別 損 失 24

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 321,564

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 113,277

法 人 税 等 調 整 額 △12,126

当 期 純 利 益 220,413

親会社株主に帰属する当期純利益 220,413

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

－ 20 －

連結損益計算書



2017/05/31 10:07:16 / 16268057_株式会社ヒップ_招集通知

連結株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本 その他の包括利益累計額

純資産合計

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合　　計

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 377,525 337,525 1,046,868 △23 1,761,894 △47,828 △47,828 1,714,066

当連結会計年度
変 動 額

剰余金の配当 △59,628 △59,628 △59,628

親会社株主に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

220,413 220,413 220,413

株主資本以外の
項目の当連結会
計年度変動額
（ 純 額 ）

14,263 14,263 14,263

当連結会計年度
変 動 額 合 計

－ － 160,784 － 160,784 14,263 14,263 175,048

当連結会計年度末残高 377,525 337,525 1,207,652 △23 1,922,679 △33,564 △33,564 1,889,115

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　１社

・連結子会社の名称　　　　　　　株式会社コスメックス

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

　その他有価証券

時価のないもの　　　　　　　 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．たな卸資産

仕掛品　　　　　　　　　　　 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）を採用しており

ます。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産　　　　　　　　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構

築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　３年～50年

車両運搬具　　　　　　　　６年

工具、器具及び備品　２年～10年

ロ．無形固定資産　　　　　　　　定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお

ける見込利用可能期間（５年）による定額法を採用し

ております。
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③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　　売上債権その他これに準ずる債権の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞

与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており

ます。

ハ．役員退職慰労引当金　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基

づく期末要支給額を計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連

結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

期間定額基準によっております。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理することとしております。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用

の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退

職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しており

ます。

⑤　のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、10年間の定額法により償却

しております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって

　　　　　　　　　　　　　　　おります。
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２．会計方針の変更に関する注記

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上

の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28

年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額

法に変更しております。

なお、この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

に与える影響は軽微であります。

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式　　3,975,300株

(2)剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
1 株 当 た り

配 当 額
基 準 日 効 力 発 生 日

平成28年６月29日

定 時 株 主 総 会
普通株式 59,628千円 15円 平成28年３月31日 平成28年６月30日

（注）平成28年６月29日定時株主総会決議の１株当たり配当額には、創立20周年記念配当３円

を含んでおります。

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる

もの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
1株当たり

配 当 額
基 準 日 効 力 発 生 日

平成29年６月29日

定 時 株 主 総 会
普通株式 利益剰余金 47,702千円 12円 平成29年３月31日 平成29年６月30日

(3)当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除

く。）の目的となる株式の種類及び数

該当事項はありません。
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４．金融商品に関する注記

(1)　金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画、資金繰り計画に照らして、必要な設備資金及び運転資金

を銀行借入れにより調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用

しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク

当社グループの財務状況に重要な影響を与えると考えられる金融商品は、現金及び預金、

受取手形及び売掛金、投資有価証券、借入金であります。営業債権である受取手形及び売掛

金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、非上場株式であり発行会社

の信用リスクに晒されております。借入金は、運転資金目的及び設備投資目的によるもので

ありますが、償還日は最長で決算日後１年以内であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

a.信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、各営業所が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相

手ごとに期日及び残高を管理するとともに財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握

や軽減を図っております。連結子会社についても、当社と同様の管理を行っております。投

資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引

先企業との関係等を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

b.資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより

流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいる

ため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(2)　金融商品の時価等に関する事項

平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

① 現金及び預金 1,432,836 1,432,836 －

② 受取手形及び売掛金 718,987 718,987 －

資産計 2,151,824 2,151,824 －

① 短期借入金 680,000 680,000 －

負債計 680,000 680,000 －

(注)１．金融商品の時価の算定方法

資　産

①現金及び預金、②受取手形及び売掛金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額

と近似していることから当該帳簿価額によっております。

負　債

①短期借入金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当

該帳簿価額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

　投資有価証券
　　非上場株式 7,004

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められて

いることから、時価開示の対象としておりません。

５．１株当たり情報に関する注記

(1)１株当たり純資産額 475円22銭

(2)１株当たり当期純利益 55円45銭

６．追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28

年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。
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貸　借　対　照　表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 2,150,884 流 動 負 債 1,442,733

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

関 係 会 社 未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

減 価 償 却 累 計 額

建 物 ( 純 額 )

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物 ( 純 額 )

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

車両運搬具(純額)

工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

工具、器具及び備品(純額)

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

施 設 利 用 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

会 員 権

差 入 保 証 金

貸 倒 引 当 金

1,345,932

679,854

113

25,319

92,139

6,558

591

374

1,628,011

1,286,261

488,317

△175,648

312,668

6,677

△5,472

1,204

6,680

△4,120

2,559

31,701

△29,933

1,768

968,059

2,733

1,086

1,494

152

339,017

7,000

207,372

82

96,538

1,900

27,923

△1,800

短 期 借 入 金 680,000

未 払 金 10,768

未 払 費 用 336,676

未 払 法 人 税 等 70,211

未 払 消 費 税 等 70,768

預 り 金 20,491

賞 与 引 当 金 252,569

そ の 他 1,246

固 定 負 債 437,287

退 職 給 付 引 当 金 317,743

役員退職慰労引当金 119,544

負 債 合 計 1,880,021

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,898,874

資 本 金 377,525

資 本 剰 余 金 337,525

資 本 準 備 金 337,525

利 益 剰 余 金 1,183,847

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,183,847

別 途 積 立 金 150,000

繰 越 利 益 剰 余 金 1,033,847

自 己 株 式 △23

純 資 産 合 計 1,898,874

資 産 合 計 3,778,895 負 債 純 資 産 合 計 3,778,895

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損　益　計　算　書

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 4,887,478

売 上 原 価 3,878,001

売 上 総 利 益 1,009,476

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 663,946

営 業 利 益 345,530

営 業 外 収 益 2,365

営 業 外 費 用 4,764

経 常 利 益 343,131

特 別 損 失 24

税 引 前 当 期 純 利 益 343,106

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 117,464

法 人 税 等 調 整 額 △13,852

当 期 純 利 益 239,494

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

－ 28 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から)平成29年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金
合　　　計

当 期 首 残 高 377,525 337,525 337,525

当 期 変 動 額

剰余金の配当

当 期 純 利 益

当期変動額合計 － － －

当 期 末 残 高 377,525 337,525 337,525

株 主 資 本

純資産
合　計

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 150,000 853,981 1,003,981 △23 1,719,008 1,719,008

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △59,628 △59,628 △59,628 △59,628

当 期 純 利 益 239,494 239,494 239,494 239,494

当期変動額合計 － 179,866 179,866 － 179,866 179,866

当 期 末 残 高 150,000 1,033,847 1,183,847 △23 1,898,874 1,898,874

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

－ 29 －

株主資本等変動計算書
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

　　有価証券

イ．子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．その他有価証券

時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産　　　　　　　　　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成

28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　３年～50年

構築物　　　　　　　10年～40年

車両運搬具　　　　　　　　６年

工具、器具及び備品　２年～10年

②無形固定資産　　　　　　　　　定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）による定額法を採用してお

ります。

－ 30 －

個別注記表
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(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金　　　　　　　　　　売上債権その他これに準ずる債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金　　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与

支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のと

おりであります。

イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業

年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定

額基準によっております。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしております。

④役員退職慰労引当金　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づ

く期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によってお

ります。

退職給付に係る会計処理　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会

計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法

と異なっております。

－ 31 －

個別注記表
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２．会計方針の変更に関する注記

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上

の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４

月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に

変更しております。

なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影

響は軽微であります。

３．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式　　59株

４．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生原因別の内訳

賞与引当金 76,452千円

賞与引当金法定福利費 10,543千円

福利厚生費 712千円

退職給付引当金 95,450千円

役員退職慰労引当金 35,911千円

未払事業税 4,112千円

その他 2,128千円

小計 225,310千円

評価性引当額 △36,632千円

繰延税金資産合計 188,677千円

繰延税金資産の純額 188,677千円

５．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 477円68銭

(2) １株当たり当期純利益 60円25銭

６．追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28

年３月28日）を当事業年度から適用しております。

－ 32 －

個別注記表
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成29年５月18日

株式会社ヒップ
　  取締役会 御中

　　　　新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 毛 利 篤 雄 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 奥 見 正 浩 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ヒップの平成28年４月１日
から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社ヒップ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

 以　上

－ 33 －
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成29年５月18日

株式会社ヒップ
　  取締役会 御中

　　　　新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 毛 利 篤 雄 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 奥 見 正 浩 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ヒップの平成28年４
月１日から平成29年３月31日までの第22期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

 以　上

－ 34 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第22期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確
保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体
制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)　連結計算書類の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

３．重要な後発事象
　当社は平成29年５月23日開催の取締役会において、メディカル・データ・ビジョン株式会
社に対し、当社の連結子会社である株式会社コスメックスの株式を譲渡することについて、
具体的な協議を進めていくことに関する基本合意書を締結することを決議いたしました。当
該事項は監査役会の意見に影響を及ぼすものではありません。

平成29年５月23日
株 式 会 社 ヒ ッ プ 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 米 山 正 雄 
社 外 監 査 役 佐 　 藤 　 正 八 郎 
社 外 監 査 役 得 丸 大 輔 

以　上
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（ご参考情報）

会計監査人の監査報告書受領後に生じた会社の現況に関する重要な事実

子会社株式の譲渡に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は平成29年５月23日開催の取締役会において、メディカル・データ・ビジョン

株式会社に対し、当社の連結子会社である株式会社コスメックスの株式を譲渡するこ

とについて、具体的な協議を進めていくことに関する基本合意書を締結することを決

議いたしました。

１．株式譲渡の理由

株式会社コスメックスは平成12年の創業以来、新薬の臨床試験に関わる医療機関を

支援するSMO（治験施設支援機関）事業を展開し、平成25年には当社が100％出資する

連結子会社となり、当社グループの新たな事業の柱を目指すべく、現在までに強みの

ある皮膚科領域の案件拡大に加え、皮膚科以外の領域の拡大や、効率的な事業運営体

制の構築、新規事業の育成等を進め、事業の拡大を図ってまいりましたが、今後の更

なる成長の為には、これまで以上に新しい取り組みを行っていく必要性があると考え

ておりました。

メディカル・データ・ビジョン株式会社は、「医療データの利活用を促進し、日本

の医療・健康分野の革新と患者メリット創出に貢献する」の志の下、医療・健康情報

を有効活用するための「データネットワークサービス」及び「データ利活用サービス」

を展開しております。全国の医療機関との強いネットワークの構築によって培った豊

富な医療・健康情報を活かした幅広いサービスを提供し、医療機関や製薬企業等の医

療業界のＩＣＴ化に貢献するとともに、事業を拡大し成長を続けています。

一方当社は、製造業を中心とした顧客に対し、技術サービスを提供するアウトソー

シング事業を展開しており、技術者の永続的な成長と技術を通じた社会貢献を目指し、

体制の整備や技術者採用及び営業の強化を進め、成長を続けてまいりました。また昨

年11月には営業・採用拠点を統括する部門を３事業部制へと再編し、組織体制の強化

を進めておりますが、併せてより強固な組織体制の構築を加速させるため、様々な検

討も重ねてまいりました。こうした中で、一段と本業へ経営資源を集中させ、技術者

が生涯に渡って活躍できる環境の創造とプロの技術サービスの提供を、更に高いレベ

ルへと押し上げることが、今後の企業価値向上を図る上で重要と考えておりました。

このような状況の中、株式会社コスメックスにおいては医療機関・製薬会社に強い

ネットワークを持つメディカル・データ・ビジョン株式会社の傘下で事業を進めるこ

とが、医療分野でのシナジー効果を実現することができ、今後の株式会社コスメック

スの更なる成長と事業価値向上につながると判断し、今般の基本合意に至りました。

－ 36 －
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２．異動する子会社の概要

（１）名称 株式会社コスメックス（Cosmex Co.,Ltd）

（２）所在地
東京都中央区日本橋茅場町二丁目２番１号
東石ビル８階

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長　林　一郎

（４）事業内容 ＳＭＯ（治験施設支援機関）事業

（５）資本金 23,842千円（平成29年３月31日現在）

３．株式譲渡の相手先の概要

（１）名称 メディカル・データ・ビジョン株式会社

（２）所在地 東京都千代田区神田美土代町7番地

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長　岩崎 博之

（４）事業内容
医療情報統合システムの開発、製作、販売、
保守業務 及び 各種医療データの分析、調査、
コンサルティング業務 等

（５）資本金 981,156千円

４．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況（予定）

（１）異動前の所有株式数
390株
（議決権の数：390個）
（議決権所有割合：100％）

（２）譲渡株式数
390株
(議決権の数：390個)

（３）譲渡価額
譲渡価額につきましては、今後の協議により決定
及び判明次第速やかに公表いたします。

（４）異動後の所有株式数
０株
(議決権の数：０個)
(議決権所有割合：０%)

５．譲渡の日程

（１）基本合意書締結に係る
取締役会決議日

平成29年５月23日

（２）基本合意書契約締結日 平成29年５月23日

（３）株式譲渡契約に係る
取締役会決議日

平成29年６月６日（予定）

（４）株式譲渡契約締結日 平成29年６月６日（予定）

（５）株式譲渡実行日 平成29年６月７日（予定）

６．今後の見通し

　本件株式譲渡により、当該会社は当社の子会社ではなくなります。今後の業績への

影響は現在精査中であり、公表すべき事項が判明次第、速やかに公表いたします。

－ 37 －
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

当社は、業績ならびに当社を取巻く経営環境や将来の事業展開に備えた内部留

保等を総合的に勘案し、安定配当の維持に努めることを基本方針としています。

第22期の期末配当につきましては、当事業年度の業績及び今後の事業展開等を

勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金12円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は47,702,892円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年６月30日といたしたいと存じます。

－ 38 －
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第２号議案　補欠監査役１名選任の件

　平成28年６月29日開催の第21期定時株主総会において補欠監査役に選任されま

した加藤丈尚氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとされておりますので、

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任

をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。
ふ り が な

氏　　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社
の 株 式 数

か

加
とう

藤
たけ

丈
ひさ

尚
(昭和52年３月２日)

平成16年２月　加藤税務会計事務所入所

平成26年７月　上名古屋税理士法人入社

（現任）

30,100株

（注）１．加藤丈尚氏が所属する上名古屋税理士法人と当社は顧問契約を締結しております。

２．加藤丈尚氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

３．加藤丈尚氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士の補助者として高度な専

門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。なお、同

氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与さ

れた経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に

遂行できるものと判断しております。

以上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：神奈川県横浜市西区楠町８番地８

当社本店会議室

TEL 045-328-1000

ヒップ本社ビル
浅間下

シルエタワー

タイセイ

深作眼科

タイムズ
交番

国保会館

ジョナサン

ホテルプラム
相鉄ビル

サンクス ＮＴＴ

ＳＴビル

ヨドバシカメラ

ベイシェラトン

地下鉄
北９番

高島屋
ビブレ

ダイエー

横浜国際ホテル

横浜駅

西
口

相
鉄
口

首
都
高
速
神
奈
川
２
号
三
ッ
沢
線

交通：ＪＲ各線、東急東横線、市営地下鉄、京浜急行、相鉄線、みなとみらい線

横浜駅　西口より徒歩約13分

地図




